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議会運営委員会 

 

平成３１年１月２５日（金曜日）午後１時３０分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 吉 成 伸 一 副 委 員 長 相 馬   剛 

委 員 森 本 彰 伸 委 員 佐 藤 一 則 

委 員 大 野 恭 男 委 員 鈴 木 伸 彦 

委 員 齋 藤 寿 一 委 員 中 村 芳 隆 

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 君 島 一 郎 副 議 長 山 本 はるひ 

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 石 塚 昌 章 議 事 課 長 小 平 裕 二 

議事課長補佐
兼庶務係長 

田 野 恵 子 議事調査係長 関 根 達 弥 

主 査 室 井 良 文   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．協議事項 

   ⑴取組実行計画について 

   ⑵文書質問の運用ルールの検討について 

   ⑶議会だより編集委員会と議会報告委員会の統合の検討について 

   ⑷新たな特別委員会の設置について 

   ⑸その他 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開議 午後 １時３０分 

 

◎開会の宣告 

○吉成委員長 皆さん、こんにちは。 

  議会運営委員会ということでお集まりをいただ

きまして、大変にありがとうございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎委員長挨拶 

○吉成委員長 先ほど雑談で大野さんと話している

ときには、非常にインフルエンザがはやっている

と。家の孫なんかも昨年は、今のところまだ大丈

夫なので、ただもう既に学級閉鎖もあるし、議員

の中でもなった方もいらっしゃいますので、ぜひ

ですね、私も副委員長も以前かかってですね、ひ

どい目に遭ったことがありますので、ぜひ皆さん

注意していただければなと思います。 

  本日の協議事項も幾つもありますので、皆さん

のご協力いただきながら少しでも結論を早く出せ

るような協議をしてまいりたいと思いますので、

何とぞご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○吉成委員長 それでは、協議事項の⑴に入りたい

と思います。 

  ⑴取組実行計画について。 

  皆さんのお手元に資料を配付させていただいて

おります。Ａ３の資料になっています。この資料

をこの後詳しく説明をいただきますが、今回の一

番右側にありますように取組と書いてありますが、

ナンバー１から、今回は12までなっていますが、

実際にこの取組事項としては24あるわけです。こ

のうちの今回は12について、このような形で、ア

ウトカムにしてもアウトプットにしても、そうし

たらどうでしょうかということで提案をさせてい

ただきますので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

  それでは、関根係長、説明をお願いいたします。 

  係長。 

○関根議事調査係長 それでは、説明させていただ

きます。 

  お手元にありますＡ３横の資料を見ていただけ

ればと思います。 

  今回、皆様に前回の議運でお示ししましたとお

り、平成29年度につきましては成果指標として、

いわゆるアウトプットもアウトカムも混ざった形

で設定していたものを議会の取り組みであるアウ

トプットと市民に与える効果でありますアウトカ

ム的なところに整理したらどうかというふうな流

れの中で、先ほど委員長からもありましたとおり、

正副委員長・事務局（案）というふうなところを

議論のたたき台としましておつくりした次第でご

ざいます。 

  今回ご議論いただきたい点が大きく３つござい

ます。１つは青いところ、議会の取り組みという

ふうなところの評価の仕組みについて少し工夫を

してみましたので、そのところ。それと、青いと

ころのアウトプットの項目そのものの話。それと、

アウトカムの項目そのものの話。大きくこの３つ

についてご議論いただきたいな、そんなふうに考

えてございます。 

  それでは、具体的な説明をさせていただきます。 

  最初に申し上げた評価の仕組みというふうなと

ころでございます。 

  前回、今年度完了しました議会基本条例の検証

の中で第三者をお願いしました中村健先生のほう

から、シート自体はよろしいけれども、何で70点
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なのか、何でＡなのか、Ｂなのか、Ｃなのか、そ

このところがちょっとわかりにくいんじゃないか

というようなご指摘をいただいたところでござい

ます。 

  それを受けまして、今回はこの議会の取り組み

という青いところの隣に目標値、それから配点と

いうふうな欄を設けてみました。 

  具体的にご説明を申し上げます。 

  まず一番上の項目で申し上げますと、会議等の

公開というようなものが具体的な項目になってお

ります。その中で成果指標としては、29とほぼ同

様に会議の公開、それから会議録のウエブ公開と

いうふうなところをアウトプットとして上げてみ

ました。 

  これを評価するに当たって、目標値として、こ

れは両方とも100％実施することが望ましい姿だ

ろうというところで、目標値に100％というふう

にして、さらにこの項目ごとに、項目前に、今回

12項目出したわけですが、項目前に100点方式で

その成果といいますか、評価をしよう。それぞれ

に50点という配点を加えまして、会議の公開が

100％行われれば50点、会議録のウエブ公開も全

てできましたら50点ということで、合わせて100

点というふうにしてはどうかというふうなところ

でございます。 

  少し先の話をいたしますと、それぞれに100点

を項目として配点してございますので、24項目合

わせますと2,400点になりますが、それだとわか

りにくいので、最終的に出すときには平均をとる

なり、100点換算をするなりして、最終的に全体

的な議会の取り組み点数としては80点だよ、90点

だよ、そんなところで出していければな、そんな

ふうに考えてございます。 

  次に、市民に与える効果、赤いところにいきま

すけれども、先ほど申し上げたとおり、議会の公

開ですとかウエブ公開ははっきり当然わかるわけ

ですが、それを議会基本条例にもうたっています

開かれた議会にどうつなげていくかという中で、

アウトカムとして考えるべきところは、例えばで

すけれども、アンケート調査をやって、もしくは

モニターさんに評価していただいて、結果として、

その評価が開かれた議会が実現していると感じる

方の割合がふえていくとか、何％以上になるとか、

そういったことがアウトカムとして設定するべき

事項であり、数値目標とするべきところかなとい

うふうなところを考えてみました。非常にこの赤

い部分は難しいところでして、前回も申し上げた

とおり、このアウトカムの中にもいわゆる中間成

果、それから最終成果なんていう、この後もう少

し説明させていただきますけれども、物の本によ

ってはさらに細分化していくようなものもありま

すが、今回はそこまで細分化しないで、中間成果、

最終成果、入りまじっておりますけれども、ひと

つここで大きくアウトカムというふうな整理の仕

方をしてみたものでございます。 

  次に、次の項目でまたご説明させていただきま

す。 

  次は、傍聴環境の整備ということで、今回もう

一つ、実は新たに欄を設けてみまして、これも物

の本によれば、事務事業評価をやる際には、それ

から目標を設定する際には、できるだけ対象を絞

り込んだほうがいい。民間でいえばマーケティン

グというふうなところになるのかもしれませんが、

議会傍聴の環境の整備といったときにも、単に市

民というだけではなくて、傍聴に来たことのない

方というふうな各自の取り組み、それから、実際

に傍聴に来た方、来たことがある方というふうな

分け方もできるのかな。これは提案でございます

けれども、こんな形も例として挙げてみたという

ふうなところでございます。 
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  さらに、この傍聴に来たことのない市民という

ふうな対象の中では、今までやっていましたポス

ター掲示による周知が定例会４回、これが10点。

その下に②番として、これは今までやったことな

いので、隅つき括弧で新規というふうに表示して

いますが、定例会の開催について、みるメールで

お知らせしてはどうかというふうなところも書い

てございます。それにつきましても、定例会４回

分につき10点。例えばこれが２回分しか結果的に

やらなかったねということになれば、４回やると

いう目標値に対して実績が２回ということであれ

ば、50％の10点ですから５点というふうな配点に

なってくる、そんなふうに考えてございます。 

  それから、③番として、議場コンサートという

ふうなところに30点と、こう大きく配点しました。 

  この目標値と配点については、あくまで例とし

て例示したものでございますので、最初に申し上

げたとおり、アウトプット項目の検討という中で、

目標値としては何％、80％じゃないかとか50％じ

ゃないかとか、それから配点はこっちにもっと傾

斜すべきだとか、そんなところも含めてご議論い

ただければ幸いに思います。 

  傍聴の環境の整備でいけば、一番右の①にあり

ますとおり、傍聴者数というふうなところである

程度のアウトプットというふうなところが図られ

るのではないかと思っております。 

  この傍聴者数○○人としておりますが、これも

前年度並みが目標としていいのか、前年度プラス

アルファがいいのか、そんなところについてもご

議論、ご検討いただければと思ってございます。 

  一方、その下の傍聴に来たことがある市民、そ

れから来た市民につきましては、現在も進めてい

ます傍聴受け付けの簡略化というところを実施し

ていますので、例えば20点、バリアフリー対応に

していますのは、バリアフリー対応につきまして

は車椅子は入れますが、新庁舎の中で検討もされ

ています聴覚障害者の方の対応ですとかでいうと、

対応がしていないということですので、例えば実

施というところについても50％なので、50％掛け

る20点で10点とか、そんな評価の仕方になってこ

ようかと思ってございます。 

  傍聴へ来たことがある、もしくは来た市民につ

きましては、傍聴者アンケートなんかの中に、ま

た傍聴に来たいかというふうな項目を新たに設け

て、それをアウトカムにしてはどうかというふう

なご提案でございます。 

  以下同じように29の成果指標を参考にしながら

具体的な数字等も入れてございますが、最初に申

し上げたとおりあくまでたたき台というふうなこ

とですので、ご検討いただければと思います。 

  その中で幾つか新たな取り組みを今回掲載して

ございますので、それを中心に少しご説明させて

いただこうと思います。 

  新たな取り組みとしまして、上から７番目、取

り組みナンバーでいうと５番です。一番上の取り

組みナンバーでいうと５番です。 

  この中の参考・対象の中で、市民（例として子

育て世帯）というふうに書きましたとおり、実際

には市民というふうなことになるでしょうけれど

も、特に意識してこの世帯についてやっていこう

とかというふうな目標設定の仕方もあるのかなと

いう、これもあくまで例でございます。 

  その中で、③に掲げましたとおり、スマートデ

バイス、スマホ、タブレットでウエブ中継された

ものを閲覧できるようにすること。それから、今

回、市民に当たる効果のところでアンケート、ア

ンケートと何回も申し上げていますが、それ自体、

今までやってございませんので、前回の取組項目

の整理の中で出てきましたとおり、議会モニター

ですとか抽出アンケートと、それから中村先生の
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ご指摘にもありました市役所の職員のアンケート、

そんなところも検討していったらどうかというふ

うなところを新規事業として入れてございます。 

  それと、ＰＤＣＡサイクルシートにも書きまし

たとおり、６番にはＳＮＳを含めた新たな発信媒

体の検討というふうなところを入れてございます。 

  それと、新規事業としましては、取組ナンバー

の７番ですね。参考人及び公聴会制度活用ガイド

ラインの作成検討ということで、現在は参考人、

公聴会を行うに当たって、必要な場合というふう

なことで運用されていると思いますが、これにつ

きまして、何かしらのガイドラインを設けてはど

うかというふうなものでございます。 

  同じように８番、議員間討議につきましても、

②に新規というふうに書きましたとおり、対象テ

ーマ、意見の集約方法、手順の明確化等々、これ

もＰＤＣＡサイクルシートの検証で出てきていま

す内容を検討するというようなことも載せてござ

います。 

  これにつきましては、少し補足説明をさせても

らえればと思うんですが、13番以降に出てきます

一般質問もそうなんですが、この評価をする場合

の目標として、例えば一般質問なんかでいうと、

一般質問の数がふえたから、それは取り組みが進

んでいると言えるのか。議員間討議も多ければ進

んでいると言えるのか。この後も出てきます文書

質問も、やれば進んでいると言えるのか。いや、

そうじゃなくて必要がなかったからしなかったん

だというのは評価が低いのか。非常に評価をする

に当たって悩ましいポイントが出てまいりました。 

  この中で、例えば議員間討議については、イメ

ージとしては市の執行部で最高の決定機関であり

ます庁議等規則というのがございまして、その中

で計画ですとか新規事業、それから他団体との協

定等については幹部が検討して結論を出しますよ

というふうにしてございますので、議会側におい

ても、先ほど申し上げた例えば計画ですとか新規

事業、他団体との協定なんていうものは、ここは

最低限議員間討議をやろう、そんなルールをつく

れば、例えばことしそれに該当する件数が何件あ

りました、それに対して議員討議が何件できまし

たという形で評価する基準がよくできるかなとい

うふうなメリッもありますことから、そんなこと

を検討してはどうかというものがこの部分の説明

でございます。 

  それと、この後ご検討いただきますが、取組番

号の10番でいうところの文書質問ですね。 

  それからもう一つ、11番、これもちょっと項目

をつくるのが悩ましいところでして、11番につい

ては全体の福祉向上という中で、全ての議員が一

部の市民団体、地域に偏らないよう意識して活動

していくことなんていうふうなところを29年度は

掲げました。これをどう図るのかというふうなと

ころでございます。 

  先ほど来お話ししているとおり、アウトカムの

ほう、赤いところにつきましては、やっぱりアン

ケートをとった中で、市民の皆さんが議会、議員

というふうなところをどう見ているかというよう

なところになると思いますが、それ以外の前段の

自己評価については、今申し上げたとおり、まさ

しく自己評価する以外なくて、例えば年に１回、

新規に掲げましたとおり、議員全員アンケートみ

たいなものをやって、その中で、例えばですけれ

ども、80％の議員の皆様が偏らない全体の活動し

ているよねという評価すれば、アウトプットにつ

いては丸と、Ａなり、Ｂなりというふうな評価を

していけるんじゃないかということで、一つの提

案として書かせていただいたところでございます。 

  それと、最後にもう１点だけご説明させていた

だきます。 
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  取組番号の７番のところの①には新規で、先ほ

ど申し上げたとおりなんですが、その下、②参考

値というふうに括弧したものがございます。これ

につきましては、先ほど来申し上げていますとお

り、実績があったからいいのか、実績がないのは

必要がなかったからじゃないのかというふうなと

ころの合理性をとるために、例えば活用件数とし

て、目安として３常任委員会で１回ずつはやりた

いよねというふうな目安は立てるものの、先ほど

来申し上げているとおり、必要性がない場合も考

えられますので、点数化するのは無理だろうとい

うふうなところで、目標値は３回としましたが、

配点はバー、得点は入れないよというふうな仕組

みにしてございます。 

  そんなところを組み合わせた中で、まず第一弾

の目標と、それから目標値と配点と、ご検討いた

だければ、そんなふうな思いで正副委員長とつく

らせていただいたものになってございます。 

  説明は以上です。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  本当にこれは事務局、係長、室井さん、２人で

検討していただいて、私と副委員長のほうは見さ

せていただいて、多少の意見を述べたという感じ

なんですが、本当に改めて今、皆さんも説明聞い

てわかると思うんですけれども、アウトプットの

部分の表現というのは本当に難しいなと。捉え方

によっては、もう全然違う捉え方する人もいるで

しょうし。じゃ、どう表現したらいいのと聞かれ

ると、なかなかそれが具体的に、こういうふうに

表現したら点数こう出しやすいんじゃないのとい

う、それがあれば一番、皆さんから出していただ

ければ、それにこしたことはないんですが。やは

りここで全てを出して協議しようというのはちょ

っと無理ですから、今回このような形で。 

  前回は参考として、議会報告会のこの３の部分、

ちょっとだけ数字を入れさせていただいたわけで

すけれども、今回はもう具体的に、ここに書いて

あるように、対象、そして議会の取り組み、アウ

トプットに関しても、それぞれ今度は評価項目ま

で入れました。それを目標数値と配点という形に

分けて入れています。これができ上がって初めて

アウトカムのほうが、その後１年間やった中で、

当然出てくるわけですので、ここが非常に大切に

なるわけですね。 

  きょうは１から12ということで、ただいま係長

から説明いただきましたので、この中でちょっと

確認をしたいとか、仮にこういうふうな項目をつ

くって、こうやると、またここが生きてくるんじ

ゃないかとか、そういったご意見があったらお願

いしたいと思います。 

  ただ、今ぱっと資料を見てすぐ浮かぶかという

と、これは難しいと思いますので、最終的には持

ち帰りをしていただいて、協議をしていただいて

という形に、この後説明させていただきますが、

そのようにしたいと思います。 

  今ぱっとこう目を通した中で何かございました

らお願いしたいと思います。 

  どうですか。 

  山本副議長。 

○山本副議長 取り組みのナンバー９のところなん

ですけれども、質問とか質疑の一問一答というの

はもうかなりやっていて、定着をしていると思う

んですね、私としては。中身ではなくて、このア

ウトプットが質問、質疑の一問一答方式での実施

ということになると、ほぼ100％だと思うんです

ね。アウトカムが、議論がわかりやすいと感じる

市民の割合というふうにあるんですけれども、例

えばその下の10のところだと、文書質問の実施と

いうのはほとんどやっていないというようなこと

で、この項目に差があるんですが、私としては、
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この一問一答というようなものはもうでき上がっ

ていて、やり方にはいろいろあると思うんですが、

こういうものをここに入れることの必要性がよく

わからないんですけれども。 

○吉成委員長 それちょっとそもそも論になってし

まうと思うんですね。我々が議論をスタートする

に当たって、さまざまなシートがあったわけです

けれども、そのシートの一番基礎となったシート

というのが、その前にありますよね。大項目、中

項目…… 

○山本副議長 具体的項目。 

○吉成委員長 具体的項目、こうありますよね。そ

れを全部、その他まで４つ分けて、すくい上げた

中で、当然こういうここのＰＤＣＡサイクルシー

トが全部できたわけですから。それをここに全て

当てはめてつくり上げたわけですね。 

  ですから、指標としては、これは私は見て、あ

のとおり入れていくと全て入るものだと思うんで

すね。ただ、今、山本副議長が言われる、じゃ、

アウトプットとして、表現としてこういう表現で

いいのかという議論だと思うんです、そこはね。

そこを違う表現していただけるとありがたいなと

思いますが。 

  もし補足があれば、係長、お願いします。 

○関根議事調査係長 今おっしゃっていただきまし

たとおり、第１番目の項目の本会議の公開率10

0％ございますと、それはそうだねというような

ところはあると思います。ただ、議会の自分自身

の振り返りをしたときに、当たり前のことをでき

たというのは、それは評価する必要がないのかと

いうと、あるというふうな考え方もあると思いま

すし、そうじゃなくて、今できていない少し高い

評価項目を掲げるべきだという、いろんな考え方

があると思う中で、今の中ではそれらが、おっし

ゃられるとおりいろいろ混じってはおりますが、

これは毎年度フィードバックし、また目標を立て

るという中で少しずつよりよい項目にしていくよ

う検討していただければ、そんなふうに考えてお

るところでございます。 

○吉成委員長 いかがでしょうか。 

○山本副議長 そこはわかりました。 

  そうすると、議会の取り組みの部分が、例えば

質問、質疑の一問一答方式での実施というだけで

は、ここはずっと、だから100％になりますよね。

100点ということ。だけれども、アウトカムの中

で、議論がわかりやすいと感じる市民といったと

きには、一問一答でやったからといってわかりや

すいわけではないですよね。その辺のところが、

私の言い方が悪いのかな。 

○吉成委員長 結局ここの部分というのは、議会の

取り組みというのは我々自身の取り組み、そもそ

もね。そして今度アウトカムというのは、それに

よって市民にどういった効果を与えたか、そして、

その効果を知るためにアンケートをとるわけです

よね。ということは、アンケートをとった結果が

我々が考えているのとは乖離があって不思議は全

くないわけですよね。 

  だから、そこで取り組み自体がまたＰＤＣＡサ

イクルの中で、アクションの部分を変えなければ

だめだね、目標だから変えようねというふうにな

って、次の検証のときに生きてくるという形にな

るんだと思うんです。そのためにこのシートとい

うのを今、取組実行計画自体をつくっているとい

うことですから。 

  今後この議会の取り組みに関しても、それから

市民に与える効果に関しても、参考の対象にして

も、それから数値にしても、配点にしても、当然

議論をそれぞれの場でやっていただいて、次の機

会に、今みたいにお話もいただきながら、また詰

めていこうとはもちろん思いますが。つくった現
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在の状況としての説明としては、先ほど係長、私

が少しお話をしたことでつくっているというとこ

ろはご理解いただければなと思います。 

  そのほかにいかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 それでは、次回の議会運営委員会に

ついては、２月８日を予定しております。これは

全協の行われる日で、その日の全協は、これまで

も２月の全協というのは午前中開催されていたと

いう経緯がありますので、ちょっと早い時間で８

時45分から開催となりました。ですので、２月８

日に意見の集約、協議を行いたいと思いますので、

１から12まで、それぞれ皆さん会派等で協議をし

ていただいて、持ち寄ってまた新たな、ここで協

議をしたいと思いますので、お願いします。 

  その際には、13以降のたたき台も、今度は２月

８日にお示しをさせていただきたいと思います。 

  このような形で今後進めますので、よろしいで

すか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような形で進めさせてい

ただきます。 

  それでは、続きまして⑵の文書質問の運用ルー

ルの検討についてを議題とさせていただきます。 

  それでは、皆さんのお手元の資料をごらんにな

ってください。 

  文書質問の運用ルールの検討について。 

  ここに四角で囲まれている部分は、もう以前、

１月10日の議運の際にお示しをさせていただいた

ものです。もう一度簡単にそれぞれ確認をしてい

きたいと思います。 

  ⑴質問の役割、機能の整理ということで、質問

は原則として、当然ですけれども、議会中に一般

質問より行うと。ただし、緊急性等がある場合に

は、議会中に動議により緊急質問を行う。なかな

かこういった経緯は少ないですけれども。 

  それから、緊急性等があるにもかかわらず、会

期中でない、または回答、答弁に時間を要する等

の理由で緊急質問ができない場合に補完機能であ

る文書質問を行う。 

  ですから、その下で、⑵質問は、許可される期

間ということで、非常に緊急性が高い、最も緊急

性が高いのが文書質問ですよという、この表とい

うか、図でわかっていただけると思います。 

  それから⑶文書質問の必要性、リアリティーの

検討ということで、必要な場面と、それから具体

的な事例ということで、このような形でお示しを

前回もさせていただいています。 

  文書質問のデメリットということでは、やはり

他の議会であったように、矢印がありますけれど

も、乱用と、乱発してしまうということでは、行

政としても非常に困る、危惧する可能性があると

いうのがデメリットとされています。 

  ここからがきょう具体的に皆さんと協議をして

いただいて、決めていきたいと思います。 

  それでは、２の具体的な運用、ルールの検討と

いうことで、係長のほうから説明をお願いします。 

  係長。 

○関根議事調査係長 それでは、ご説明させていた

だきます。 

  今、委員長からありましたとおり、１につきま

しては、今までの議論の中で皆さんのほうにご議

論いただき、この方向でということでご決定いた

だいたことと思います。 

  他市町のこういったルールを調べていく中で、

大きな流れとして２つのルールがあって、１つは

文書質問を会派に割り当てられた一般質問時間が

少ないとか、回数がないという中で、そういった

ものを解消する手段としての文書質問の位置づけ。

それからもう一つは、今ご説明ありましたとおり、
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あくまで限定的に緊急性が相当高いものについて

のみ限定的に認める文書質問の位置づけと、大き

な二パターンがあるかと思います。那須塩原市議

会におきましては、これまでの議論の中で、後者

の極めて限定的に補完機能として扱うよというふ

うなところで、その必要性、リアリティーがある

だろうというふうな判断をしていただいたところ

かと思います。その文脈の中でルールについて検

討をさせていただいたところでございます。 

  今後これについては、他市町の例を見ますと、

規定であったり要綱であったり、ガイドラインで

あったり要領であったり、いろんなパターンがあ

りますが、それにつきましては技術的なこともあ

りますので、例規担当のほうと今後相談するなり

して、適切な形をとろうと思うんですが、その大

前提として、内容についての骨子をご説明させて

いただき、ご議論していただければ、そんなふう

に思ってございます。 

  それでは、２番の具体的な運用ルールの検討に

ついてからご説明させていただきます。 

  ⑴番としては、文書質問ができる人ということ

で、議員というふうにしてございます。その考え

た視点が波線部に書いてある、そんなパターンで

資料はつくってございます。こちらにつきまして

は、議会基本条例を踏まえたものということでご

ざいますが、当たり前のことのようですが、他市

町の例を見ますと、正副議長及び監査委員は認め

ないというふうな運用の仕方をしているところも

ありますので、そこを基本条例どおり扱いますよ

ということを明確にするために、あえて記載した

ものが⑴番でございます。 

  ⑵番、文書質問ができるとき、これも波線部に

ありますとおり、基本条例の規定を踏まえ、会期

中、または閉会中にかかわらず可能としたもので

ございます。 

  後ろのページにいっていただきまして、ここの

ところが議論の肝になってくる部分の一つかと思

いますが、⑶番、文書質問ができる対象の内容と

いうことで、これも最初に委員長にご説明してい

ただいたとおり、波線にありますとおり、その役

割、機能ですとか、必要性を那須塩原市版で考え

た場合にはということで捉えております。 

  ①番として、市が関与する重大な事件、事故、

②番として、市内で発生した大規模な災害、③番

として、その他市民生活、市政運営に重大な影響

を与え、緊急の対応が必要なもので、それらを満

たすものであって、内容は一般質問と同程度とし、

趣旨が理解できるよう具体的に記載というふうに

内容を考えてみたところでございます。 

  なお、この重大な、それから大規模なの判断基

準はなかなか一概に基準を申し上げられませんの

で、基本的にはここの例により判断していくもの

と思いますが、おおむねの考えとしては、イメー

ジとしては、四角に囲みましたとおり、重大なと

いうふうなことであれば、性質や状態が通常の範

囲を超えている極めて重要なもの。それから大規

模といえば、仕組みや構造が大がかり、そんなイ

メージで捉えておりますが、あくまで最終的には

ケース・バイ・ケースというふうなことになって

こようかと思ってございます。 

  それと、⑷番につきまして、文書質問ができる

回数等ということなんですが、ここは２つのパタ

ーンを、２つ並列で例示させていただきました。 

  パターンＡとしては具体的な基準、例えばです

けれども、１人当たり年に４回までかつ１回当た

り２件までとしているようなケースがございます。

そのほかに努力基準として、大量の文書質問で執

行部の職務に支障が生じない配慮というだけの基

準を設けている場合もございます。あくまでこれ

は視点として、波線にありますとおり、デメリッ
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トとして整理されております乱用を防止するとい

うふうな視点で、どちらがいいかというふうな部

分をご議論いただければ、そんなふうに思ってご

ざいます。 

  それと⑸番につきましては、文書質問の手続と

いうふうなことでございます。 

  波線にありますとおり、１から３につきまして

は、議員の文書質問を議会活動とするためのプロ

セスを定めてございます。順番に説明させていた

だきます。 

  まず手続の①番としましては、文書質問書の提

出ということで、議員から議長へというふうなこ

とになります。それを受け取った議長は、②番に

ありますとおり、文書質問書の審査ということで、

必要性、妥当性、時期、そんなところを踏まえて

審査していただくことになります。 

  認められればそのまま次のステップに進んでい

くわけですが、認められない場合も現実的には考

えられます。そのような場合には、注の⑴にあり

ますとおり、適当でない場合には提出議員から異

議があれば、議会運営委員会に諮問する、そんな

仕組みを考えてございます。 

  そうでない場合、通常の場合は、③にあります

とおり、適宜適切なものであると認めたときには、

それを執行部に提出し回答を要求する手続に進ん

でまいります。 

  ④につきましては、今後執行部と調整する必要

がございますが、文書質問書による回答が来ると

いうふうな中で、時期的なもの、ここでは例とし

まして、受理からおおむね２週間以内というふう

に書いてございます。この２週間以内というのは、

考え方としましては、今回の文書質問があくまで

緊急の対応を尋ねるというようなところでござい

ますので、３週間や１カ月というふうなところで

は悠長だろうと。ただし、一般質問と同じく、市

長さんの答えというふうなことになれば、執行部

内の手続として１週間では短すぎるだろうという

ことで、このぎりぎりのバランスを考えたのがこ

の２週間程度というふうなところでお示ししたも

のでございます。 

  それともう一つ、根拠となりますのがこちらの

２にありますとおり、文書質問回答書に対する文

書質問は行わないということで、いわゆる再質問

を禁止したものでございます。実際に再質問とな

りますと、仮に④番の２週間以内というふうなと

ころを前提にした場合に、議長さんのところで何

日か手続にかかるとしても、早くて２週間で進ん

で戻ってくる。さらに質問すると、またそこから

２週間ということで都合１カ月以上かかってくる

ことになります。そうなりますと、そもそもの前

提である緊急時というふうなところが、趣旨が損

なわれますので、そういった意味でも再質問はし

ないというふうな規定が必要だろうというふうに

したものでございます。 

  最後に、⑹、⑺につきましては、一般質問と同

様、写しを皆様にお配りしますとともにホームペ

ージで掲載すること。それから、その他について

は、見直しは市長等と協議し、議会運営委員会で

行うこと。その他、タブレットの運用基準でもそ

うでしたが、委任事項として、必要な事項は議長

が別に定めるよう、そんなふうにしたところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  それでは、具体的な運用ルールの２、検討の⑴

から順次決めてまいりたいと思いますので、お願

いいたします。 

  まず⑴の文書質問ができる人ということで、今

回議員と。先ほど説明があったとおり、他議会に

おいては議長、副議長、そして監査委員に関しま
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してはこの文書質問ができないとうたっていると

ころもあるということですが、当議会においては、

もう議員ですから、全員ができるということにし

たいと思いますが、よろしいですか、これで。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような形にさせていただ

きます。 

  続きまして、文書質問ができるときということ

で、これはもう議会基本条例の中でうたっていて、

会期中、会期外ということになっていますので、

当然そのまま運用どおりとさせていただきますの

で、お願いいたします。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、⑶の文書質問ができる対

象内容、説明いただいたとおり①から③それぞれ、

それに対しましても重大、そして大規模なという

ことで説明も入れております。 

  ここで皆さんのほうからご意見がありましたら

お願いいたします。 

  重大、それから大規模、明確にこうだとは当然

言えませんので、先ほど係長の説明にもありまし

たように、ケース・バイ・ケースというときも当

然これはね、あるんだと思いますので。そこは言

葉として表現した場合にはこうだということで、

ぜひご理解いただきたいなと思っています。 

  森本委員。 

○森本委員 この重大とか大事件とかあるとは思う

んですけれども、これを判断するのは議長がとい

うことでよろしいのでしょうか。 

○吉成委員長 それは、今度は文書質問の手続のほ

うに入っていってですね、そこの判断は当然、議

長がということになっていますが、そこではねら

れた場合には議運でということにはなりますので。 

  まずは、ここは対象内容ということでちょっと

ご議論いただければと。 

○森本委員 はい。 

○吉成委員長 このような形でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、⑷のほうに移らせていた

だきます。 

  ここでは、ＡＢ、２つの例を、例というか、挙

げているわけですが、例えば具体的に年何回と決

めるような方法がいいのか、それとも当然⑶であ

ったように、重大な事件であったり事故、そして

大規模な災害が年４回ありますよとか、年３回あ

りますよということはあり得ないわけですよね。

それを考えた場合には、ちょっと余り明確にはで

きないわけですよね。 

  そうすると、努力基準的なこのＢ案として、文

書質問で執行部の職務に支障が生じないよう配慮

するという、こういった表現にしたほうが、我々

正副、そして事務局とすり合わせをした際には、

こちらのほうがいいんじゃないかというような意

見にはそのときはなったんですが、いかがですか。 

〔「それでいいです」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか。じゃ、Ｂというこ

とにさせていただきます。 

  それでは、⑸の文書質問の手続ということで、

①、②、③、④という、こういう形になっており

ます。 

  それでは、確認していきましょう。 

  ①文書質問の提出は、議員から議長に提出する

ということでよろしいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 そして、文書質問書の審査というこ

とで、これも基本的に議長が行うということにさ

せていただきたいと思います。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 そして、③で先ほど森本委員のほう
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からもありましたが、仮にこの文書質問について

は認められないと、議長が。そういう判断をした

際には、今度は、適当でないといった場合には、

その議員の異議があった場合には、議会運営委員

会に申し入れをできるという形で、これは議長の

ほうから諮問が、もちろん議会運営委員会のほう

にあるというのが大前提になりますが。そういっ

た、少し融通がきく、そういう項目としてこれは

入れさせていただいております。 

  このような扱いにさせていただいてよろしいで

すか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、④文書質問の回答につい

てです。市長から議長のほうに戻ってくるのにお

おむね２週間程度。これは本当は執行部との打ち

合わせを今後してみないと、明確にこれだとは言

えませんけれども、これまでの経緯からすると、

このぐらいかかるんじゃないかということで、こ

こでこうしております。 

  それから、その答弁が戻ってきたと、文書で戻

ってきました。それに対してもう一度質問したい

と、言うなれば再質問ということですが。それは

必要ないでしょうと。必要ないというよりは、緊

急性がもう失われていると思うんですね。２週間

かかって戻ってきて、それに対してまた再質問す

るのに、答弁が戻ってくるとなると、同じように

考えればまた２週間、４週間も。ひょっとすると

次の議会が始まっているなんていうことまで考え

られますので。そこは必要ないだろうということ

で、この④はこのような形とさせていただいてお

ります。 

  それから、四角にくくった部分も見ていただく

とよくわかると思うんですが、このような形にさ

せていただいております。 

  ④もこのような形でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 再質問はないということでいいです

ね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような形をとらせていた

だきます。 

  それでは、６ですね。６の記録及び公表という

ことで、当然でありますが、文書質問、それから

回答については、全議員に配付をすると。それか

ら、ホームページで公表もしますよと。 

  ⑹もよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このようにさせていただきま

す。 

  ⑺その他ということで、実施方法の仮に見直し

があるような場合には市長と協議し、それから議

会運営委員会に諮って行うと。それから、②のほ

うですが、このルールのほか文書質問について必

要な事項は別途議長が定めるという項目にしてい

ます。 

  ⑺のその他についてもよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  では、今回の案として出させていただいたもの

を、これはあくまでもこういった箇条的にしてい

ますので、実際にこれは条文にしていかなければ

いけませんので、その作業は我々と事務局が行っ

て、今後お示しをさせていただきたいと思います。 

  ただ、これもですね、会派に持ち帰って本当は

じっくりして決めていただくということも必要だ

とは思うんですが、この後ですね、我々は答弁を

もらわなくちゃいけない立場ですので、執行部と

打ち合わせ等がないと、現実的にはこれ明確には

ちょっとできないんですね。それがもう少しです

ね、余りこうだからやってよというわけにもいか
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ない。ひょっとすると協議自体が１回じゃ済まな

い、２回、３回ある可能性までありますので。そ

の辺も考慮していただいて、本来は会派のほうに

持って帰っていただければいいとは思うのですが、

今この場で全て了解いただきましたので、今後は

我々正副、そして事務局と条文自体を作成して、

また打ち合わせ等もやりながら、次の機会、その

後になりますかね、お示しをさせていただくとい

うことでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような形をとらせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、⑶のほうに移ってまいりたいと思い

ます。 

  議会だより編集委員会と議会報告委員会の統合

の検討について。 

  これは前回の１月10日の議運の際に資料として

皆さんにお示しをさせていただいております。 

  きょう皆さん、資料をお持ちですかね、前回の。

１月10日の際に議会だより編集委員会と議会報告

委員会の統合の検討についてという資料を皆さん

にお配りをしていますが、ありますか。もらって

はいるんで、ただ、きょう忘れてしまったという

方がもしいれば。 

〔発言する人あり〕 

○吉成委員長 それぞれ会派のほうで持ち帰ってい

ただいて、協議をしていただいて、本日の会議に

臨んでいただいていると思いますので、ちょっと

確認をしながら進めてまいりたいと思います。 

  経緯については、ここにあるように、⑵のほう

ですけれども、31年度の当初予算、議会に係る議

会予算検討部会の意見として、広報広聴、これは

一つになるということが合理的であるというご意

見が出ておりました。予算のスクラップ・アン

ド・ビルドを積極的に行うべきと。 

  現状はどうなっているかというと、議会だより

編集委員会、それから議会報告委員会、６人、10

人ということで、そのうちの５人が兼務をしてい

るような形となっております。 

  ３の課題のほうなんですが、ここで課題の一番

のポイントは、広報や広聴に関連する事項の研究、

検討がしにくい状況にある、これは事実だと思う

んですね。それからかぶっている部分もたくさん

ありますので、それを合理的に考えれば、一つの

委員会でいいでしょうということが言えるんでは

ないでしょうか。 

  じゃ、すみません、メリット、デメリットのほ

う、裏面をごらんください。 

  それぞれのメリット、デメリットということで、

このように前回お示しをさせていただいておりま

す。 

  メリット、委員会活動については、だより、報

告会以外の広報広聴に包含的に取り組むことが可

能になる。親和性が高い。広報と広聴機能の統合

により、広聴広報に係る取り組みが発展しやすい。 

  委員ですね、人数ということになりますが、広

報と広聴に係る委員長が１人になるため、広聴広

報に係る取り組みが展開しやすい。総体的に少な

い人数で広域的に役割を担うことができる。 

  予算ということで、総人数が減少すれば、行政

視察旅費が減少すると。 

  もちろんデメリットということでも、２点ほど

掲げられているわけですが、きょう皆さんとこれ

から協議をしていきたいのは、この５の部分です。

今後検討すべき事項ということで、統合後の委員

会のあり方等について、これについて⑴から⑻ま

でこれから協議を進めてまいりたいと思います。 

  ここで、約１時間たつんですね。じゃ、ここで

10分間休憩を入れさせていただいて、この時計で

35分からスタートさせていただきます。 
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休憩 午後 ２時２５分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○吉成委員長 それでは、休憩の前に引き続きまし

て会議を再開させていただきます。 

  それでは、今後検討すべき事項の⑴から⑻につ

いて順次進めてまいりたいと思います。 

  ここの⑴課題の解決手法並びに⑵統合の実施、

これについてはもう皆さんご理解いただいている

とおりですので、ここは省略させていただいて、

実際には⑶から⑻のほうに移ってまいりたいと思

いますが、よろしいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、⑶統合後の組織、委員会

の所管範囲ということになるわけですが、実際に

これまで議会だより編集委員会、当然編集委員会

は編集委員会の規程がありました。それから、議

会報告会議に関しても実施要綱が当然あったわけ

ですね。ただ、それらについてはどちらかという

と、当然だよりについては記載事項、こういった

ものを記載しますよ。それから、議会報告会の実

施要綱については、報告内容はこれこれこうです

よというのが重立ったものだったわけですね。 

  今回このだよりと報告委員会を一緒にする一番

のポイントというのは、広報広聴の機能の強化と

いうことになってくるんだろうと、そう思います。 

  そういうことを考えますと、やはりこの２点を

どう所管の範囲として明確にしていくか、決めて

いくかということが大切だと思うんですね。当然、

現在ある議会報告委員会と、それから議会だより

編集委員会、そちらの委員長とも少し協議をさせ

ていただきました。現在、そのトップをやってい

るわけですから、さまざまな思いが当然あるんだ

ろうということで、委員長のお話も聞かせていた

だきました。その中で、特にこの所管の範囲とい

うことで、ぜひ今後は少しこういう部分を広げて

ほしいというお話がありましたので、そこだけち

ょっと皆さんに説明をさせていただきたいなと思

います。 

  その中で出てきたのは、やはりある程度所管の

権限を持たせてほしいということで、例えば議員

による出前講座なんかの開催をするというような

部分であったり、それから、よく今新聞でも報道

されていますけれども、子ども議会であったり、

婦人議会であったり、若者議会であったり、さま

ざまあるわけですね。これらも広報広聴に大きく

かかわる一つの事例であると思うんですが、そう

いったことを開催するというような所管の中に入

れてほしいというような話がありました。 

  その場合に、じゃ、具体的にこういうことがで

きますよ、ああいうことができますよというふう

にはもちろんならないんだと思うんですね。表現

とした場合に、広聴広報委員会の所管の範囲とい

うことで、そこで①から⑤までとか、そういう形

として表現していくと思うんですが、それができ

るような項目として、表現はぜひしてほしいとい

うようなお話がありましたので、これらについて

も委員長、副委員長、そして事務局と協議をさせ

ていただいて、今後皆さんに当然案をつくってお

示しをしなくちゃいけませんので、その中でお示

しをさせていただくということで、この⑶につい

てもよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような形をとらせていた

だきます。 

  次、⑷の統合後の組織、委員会の形態というこ

とであります。 

  実際には５月の臨時会、５月15日を予定してい
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るわけですが、そこの際にこの組織、委員会を設

置をするということに当然なってくるわけですね。

これは本当に手法的なことでありますが、じゃ、

今後これまでのように広聴広報委員会という形で

つくりましょうといった場合には、ちょっと時間

的に厳しいのかなという気もするんですね。それ

らについて詳しい説明を係長のほうからお願いし

たいと思います。 

  係長。 

○関根議事調査係長 前回の議運でも少しお話しさ

せていただきましたとおり、委員会の定め方とし

ては大きく３つほどあるかと思います。常任委員

会化する、特別委員会とする、今の議会だより、

報告委員会のとおり166条の委員会とするという

ふうな大きな流れの中で、これも前回の話の中で

出ていましたんで、そのまま申し上げちゃいます

と、技術的な話として、条例、それから規則等の

変更が最小限で済むという意味でいけば、特別委

員会だというふうなことでございます。その他の

委員会とする場合、関連例規の改正が必要になり

ますので、スケジュール的にちょっと厳しいかな

というふうなところがございます。 

  その上で特別委員会として出発させて、２年後

の中でまた改めて検討していただく、そんなお話

が前回あったかと思います。 

  簡単ですが、説明は以上です。 

○吉成委員長 方法論で大変恐縮なんですが、現実

的には統合すること自体はもう決定しているわけ

ですから、そういった中で、機能自体は何ら特別

委員会であろうが、普通の委員会であろうが変わ

りはないわけですね。ただ、改正をしなくちゃい

けないという、そういう手続等のことを考えると、

やはり特別委員会で設置をすることが一番しやす

いということですね。今後、我々の任期はあと２

年ですから、２年後に関しては通常の委員会にす

る、常任委員会になるかも、それはわかりません

が。ということで、とりあえずは、最もつくりや

すい特別委員会という形で、この⑷についてはつ

くりたいと思うんですが、それでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような形をとらせていた

だきます。 

  続きまして、⑸の名称ですが、これまでも何度

も出てきていますように、そうなると、広聴広報

特別委員会という名称がふさわしいのかなと思い

ますが、この点もよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような名称にさせていた

だきます。 

  続きまして、今度は体制ということですね、⑹

になりますが、体制ということで、分科会方式、

ここでは分科会制などと、こういうふうに括弧し

て入れているわけですけれども。これも７の人数

によってということにも少しかかわってくるとは

思うんですが、これまで２つの委員会だったもの

を１つにするわけですから、それらも含めて皆さ

んからちょっとご意見をいただきたいなと思いま

す。 

  ⑹と⑺あわせてという形でご意見をいただいた

ほうがわかりやすいかなと思いますが、いかがで

すか。 

  山本副議長。 

○山本副議長 分科会制は反対です。 

  理由なんですけれども、１つの委員会にして、

広聴と広報を総括的にやっていくと、先ほどのよ

うに新しいモニター制度をやるとか、何でしたか、

子どもの議会などをやるに当たって、分科会にし

てしまったら、結局人数ふやして今までと同じよ

うな形になってしまうので、それでは意味がない

ので、全てを一つ、広聴広報特別委員会でやると
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いうことで。 

  人数については、もう１点いいですか。 

○吉成委員長 人数、どうぞ。 

○山本副議長 人数については、非常に悩ましいと

ころではあるんですが、会派サン・ラグではなく、

どういう人数にすればいいのかよくわからないん

ですが、一番いいのは８人ぐらいだと思います。 

  どこから選ぶというのは難しいのでちょっと何

とも言えないんですけれども。やる気のある人が

やれば、６人とか８人でいいと思うんですが、何

ともそうは言えないので、やっぱり８人かなとい

う、常任委員会と同じくらいに。 

○吉成委員長 そのほかいかがですか。 

  森本委員。 

○森本委員 私はこの委員会の両方に属しているん

ですけれども、まず体制として、特に報告会を開

こうという場合になってくると、まず各常任委員

会のメンバーが入っている必要があるのかなとい

うのは感じているところではあります。それぞれ

の質問に対して対応するためには、それぞれの常

任委員会の人がいないと、そこの委員会の人がい

ないから答えられませんよということではなくて、

その常任委員会の人がいることによって、対応は

少しでもよくなるのかなというふうに思うので。

各常任委員会のメンバーはいたほうがいいのかな。 

  それで、だよりのほうの編集という部分になっ

てきた場合には、それなりの人数が必要になって

くるとは思います。というのは、やはり分担して

それぞれの委員会、例えば常任委員会の議論した

ことをまとめたりとか、あとインタビューの文字

起こしをしたりとか、いわゆる事務的な作業とい

うものは大変多い委員会なので、それを分担して

やるためにはそれなりの人数が要るということで、

別々にするか、例えば分科会制度にするか、一緒

にするかは別としても、お互いに、もちろん副議

長がおっしゃるとおりに一緒に何ていうのかな、

連携した作業、連携した委員会運営をしていく必

要があるとは思うんですけれども、そのときに人

数が足りないということにならないようにするた

めにどういう体制にしていくかということが特に

必要だと思うんです。 

  もし分科会にするんであれば、例えば片方、そ

うすると人数が多分減ると思うんですね、片方、

一つ一つの。例えばこれ16人ということにならな

いと思うので、足して同じ人数にはならない、単

純に足した場合ね。そういう人数にならないと思

うんで、要は例えば８人とか９人とか、そういう

人数になった場合に、それを半分にした場合に、

人数が足りないよという場合であったら、お互い

に連携して誰かが助け合えるような。この人は、

じゃ、今回この編集のときには手伝うということ

ができれば分科会という方式もありかなと思うし。

それがちょっとやっぱり混乱するよというんであ

れば、一つの委員会という形で、分科会的にしな

いで、両方に対しての作業ができる、実務的に困

らない体制というのをつくってもらいたいのかな

というふうには思っています。 

○吉成委員長 大野委員。 

○大野委員 体制的には分科会方式はとらないで一

本化して、人数的には８人ぐらいが妥当で、選出

方法は常任委員会から選出すればいいんじゃない

かなというふうに思います。 

○吉成委員長 そのほかございますか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 私も分科会じゃなくて一本化したほう

がいいという、そういう場合は人数が足らないと

いう問題は解消できると思います、分担する必要

がないので。ですから、適正な人数というのはど

ういうふうにするか、今までの作業量というか、

それから踏まえていけば。やっぱり幅広くという
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ことは、偏りのないように、もちろん修正サン・

ラグ、多分余り意味がないような気がするんで。

そうすると最大会派の強みがなくなっちゃうんじ

ゃないかということがあるんですけれども、それ

は抜いておいて。そうすると、今意見が出ている

ように常任委員会からは必ず入ったほうがいいと

は思います。 

○吉成委員長 そのほかございますか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、⑹の体制については、大

方一本化、一本化というよりは、分科会であった

り、１班、２班だったり、そういった体制にはし

ないと。普通の委員会で行っていくということで

よろしいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 次に、人数と選出方法というところ

で、８人、９人という今お話がありました。それ

から、常任委員会からというお話も出てまいりま

した。 

  この辺、ほかにご意見ございますか。 

  現在、常任委員会は３つあって、常任委員会か

ら出しましょうということでいうと、確かに１つ

の常任委員会の人数は少ないですけれども、かと

いってそこだけ減らすというわけにもいかないで

すよね。そう考えると、８、９となると、１つの

常任委員会３人出すとなると９名というような人

数が一番出しやすいのかなと。妥当かどうかは別、

出しやすいのかなと。そう思いますが、いかがで

すか。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○佐藤委員 ９人だとやっぱり、委員長の言うとお

り、今までも議会だより編集委員会については６

人なんですけれども、それはもうそこに分科会と

いうのが特化されていたんで、それの出し方とし

ては各常任委員会から２人ということであったん

で、そういう形からいけば、議会報告委員会が今

度合体しても、そういう方向が全てが網羅できて

いくんで、それがベターかと思います。 

○吉成委員長 それでは、人数については９人、選

出方法については各常任委員会から３名ずつとい

うことで決定してよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような運びとさせていた

だきます。 

  これらについて、先ほどもちょっとお話をしま

したように、⑶とかについては改めて皆さんにお

示しをしなければいけませんので、次回には極力

お示しをさせていただきたいと思います。 

  人事に関しては、会派代表者会議の会議の中の

規定にも人事という部分が入っていますので、こ

れらについては２月14日で見ているんですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 ２月14日の会派代表者会議に報告を

させて…… 

〔「午後３時から」と言う人あり〕 

○吉成委員長 午後３時から。それをまたお示しを

するというような流れになりますので、その点も

よろしくお願いいたします。 

  それでは、ただいまの件について、皆さんから

ほかにございますか。 

  事務局のほうから、今の点で何か抜けているこ

とがあったらご指摘いただければと思うんですけ

れども、よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 それでは、⑶を終了させていただき

ます。 

  それでは、⑷の新たな特別委員会の設置につい

て。 

  これも既に前回の議運のときにお示しをしてお
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ります。もし資料がこれについてもない方がいら

っしゃったら。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 前回お示しをさせていただいた資料

をちょっとごらんになっていただくと、背景につ

いては、今回の議会基本条例の検証を行った中で、

今後取り組むべき事項、これらについてかなりの

ボリュームがあったわけですね。当然全てを議会

運営委員会の中で協議をするにしては、余りにも

ボリュームがあると。それから、そうなった場合

にはなかなかスピードも高まっていけませんので、

一部事項に関しましては、特定事件として新たな

特別委員会の設置をするということで皆さんの了

解も得ておりますので、そんな形で進めさせてい

ただくということで本日になっていますので、２

の設置の目的、これについては今話したとおりで、

じゃ、実際に特定事件を何にするか。前回は案と

して、通年議会、それから政策形成サイクル、こ

の２つを上げさせていただいていますが、これら

について何か皆さんからご意見ございますか。 

  どちらも本当に、実際にこの議論をしていくと

なったら、相当時間は要すると思います。 

  よろしいですか、この２つのテーマで。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 これはですね、本当、皆さんと確認

をしておきたいと思うんですが、通年議会、特に

この通年議会に関しましては、以前２年間議論を

した中で、最終的には論議がそのときには至りま

せんでした。今回に関しましては、通年議会とい

う名称になるかどうかまでは定かではありません

が、もう導入をするという大前提でこの協議を進

めていっていただくということで申し合わせをし

ておきたいと思いますが、よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 そのような形をとらせていただきま

す。 

  では、続きまして、特別委員会の名称、構成に

ついて。 

  まず、⑴名称について、案がありましたらお願

いいたします。 

  副委員長。 

○相馬副委員長 ２年前にありました議会活性化、

検討を入れるか入れないかというのはちょっとよ

くわからないんですが、議会活性化特別委員会で

いいんではないかと思います。 

○吉成委員長 議会活性化特別委員会ね、検討を抜

いてね。 

  そのほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 それでは、ほかにないようでしたら、

今、副委員長のほうから提案がありました議会活

性化特別委員会という名称でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 そのようなことにさせていただきま

す。 

  続きまして、⑵、⑶になりますが、これについ

てはまた両方とも関連があるわけですね。これに

ついて、皆さんからご意見をいただきたいと思い

ます。 

  前回の、前回までのという表現が正しいですね。

前回までの２期８年間にわたって行われてきた議

会活性化検討特別委員会に関しましては、これは

会派からということなんで、修正サン・ラグでメ

ンバーを選んできたと。そこに議長、副議長も入

っていただいたということでの構成ですね。 

  今回に関しては、人数、それから構成メンバー

の選出方法については、それぞれ会派のほうでも

多少の協議はしていただいたんだと思いますが、

いかがでしょうか。 
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  佐藤委員。 

○佐藤委員 参考にこれ破線で囲ってあるというの

で、これは前回ということですよね。そこで、何

ら問題がなければこれでいいと思うんですけれど

も。 

○吉成委員長 どうぞ。 

○山本副議長 私、この活性化検討特別委員会をや

ってきたことからいうと、このときは物すごくや

ることがたくさんありました。ですけれども、今

回は通年議会は導入を前提にやる。それから、政

策形成サイクルについては、今回１回やって、そ

れをやっていくということでいうと、大勢の中で

何かをもんでいくというよりも、少数精鋭で物事

を引っ張っていくというような委員会だというふ

うに感じますので、どこから選ぶかはちょっとな

いんですけれども、人数はそれこそ６人ぐらいで

いいと思います。そのほうが物が進んでいくので

はないかなというふうに。11人というのはとても

多くて、なかなか意見のまとまりが大変だったと

思っています。 

○吉成委員長 ほかにいかがでしょうか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 確かに意見のまとまりやすいというこ

とでは、今、副議長がおっしゃったほうがいいか

と思うんですが、だったら、もっとまとめて、も

っと減っちゃったっていいということになるんで

すけれども。やはり多くの意見があると思うんで

すよ。その中で集約するという、いいものをつく

るものについては、やはり少数精鋭というのは、

そのときの本当に、人選が本当にそのときは難し

くなると思うんですよ。誰が適しているんだかと

いうふうな、そこまでいっちゃうと思うんで、そ

の辺については11人が適正かどうかということは

あれなんですけれども、少数精鋭ということに対

しましては賛成しかねます。 

○吉成委員長 大野委員。 

○大野委員 人数からすると、先に言うと、６人プ

ラス議長さんと副議長さんの８人で、各会派から

選出すればいいんじゃないかなというふうに思い

ます。 

○吉成委員長 修正サン・ラグでいいんじゃないか

ということですね。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 私も大野委員の意見に賛同します。そ

れで、最終的な人数は、９では多いかなというこ

とで。それは、どれが適正かというのは皆さんで

また協議すればいいかと思います。 

○吉成委員長 そのほかいかがですか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 同じことになりますが、とりあえず会

派制がある部分については、必ず最低１人は参加

できると。そうすると、バランスでいうと、ちょ

っと減るかもしれませんけれども、人数は減らし

て、とりあえず会派から１人参加できるような形

でいいかなと思うんだよね。 

○吉成委員長 これは、６人で修正サン・ラグをも

し入れた場合にどうなりますか。今のままでもし

計算すると。 

○齋藤委員 修正サン・ラグでいくと、多分６人と

かそうには切れないと思うんですよね。 

○吉成委員長 いや、切れるんです。 

○鈴木委員 あと１ついいですか。 

  １人で会派という形をとっている方のところが

あると思うんですけれども、そこは誰も入らない

ということについてはちょっとどうなのかなとい

うのが。いいんですけれども、一応確認はとって

いただいたほうがいいかなと思います。 

〔「出たのがあったね」「１人会派の代表 

……」「それをするんであればいいか 

なというふうに」「ただ、だって、１ 
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人会派の人は、みんな考えが違うんだ 

から」と言う人あり〕 

○吉成委員長 その話になるとまたちょっと議論が

変わっちゃうんで、ここはいいとは思うんですが。

修正サン・ラグの手法は、会派制を敷いているか

ら、これを利用するということが大前提ですので、

修正サン・ラグでやってくださいという話であれ

ば、そこはもうそのとおりやるしかないと思いま

す。 

  どうぞ。 

○山本副議長 正副が入るという話なんですが、現

実それは要らないと思うんですね。自分でやって

いて思うんですけれども、あと、今度特別委員会

が広聴広報ができるということで、会議が非常に

時間がとれなくなってくるという現実があって、

最終的には何か決まることというのは議長のとこ

ろに来るということがあるので、これは修正サ

ン・ラグでいいと思うんですね。６人なら６人と

いうことでやったほうがいいと。ごめんなさい、

さっきの精鋭とかというのはなくしても。それで

決めていったほうが、会議が持ちやすい。本当に

今大変なので。最終的には議長のところへ来て決

めるわけなので、と思います。だから、ストレー

トに修正サン・ラグで６人なら６人でいいと思い

ますけれども。 

○吉成委員長 そういう意見もございます。 

○鈴木委員 すみません、今の話は、ちょっと確認

なんですけれども、委員長、副委員長というのは

出席できるということになっていて…… 

〔「正副議長」と言う人あり〕 

○鈴木委員 は出席できることであって、会議の成

立要件ではないんですよね。 

○山本副議長 でも、委員に入れるということは要

らないんじゃないのかな。 

○吉成委員長 これまでは委員として入っていたと。 

○山本副議長 それは要らないと。必要なら出てく

ればいい。 

○吉成委員長 いかがですか。 

  これ簡単に数字というのは出ますか。 

〔「出ます。何で割るんでしたか」「どう 

いう、６人にしたらどういう結果が出る 

のかを……」「３・２・１だよ」と言う 

人あり〕 

○吉成委員長 ちょっと確認をとりますので、暫時

休憩で、ちょっと休憩しながらお話をね。 

 

休憩 午後 ３時 ３分 

 

再開 午後 ３時１５分 

 

○吉成委員長 それでは、休憩前に引き続いて会議

を再開させていただきます。 

  それでは、確認をしていきたいと思います。 

  まず、人数については、６人、８人、意見ござ

いましたが、８人ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 その８人の根拠というのは修正サン・

ラグ方式をもとにしたという前提によろしいんで

すか。まず先に人数を決めるということなんです

か。 

○吉成委員長 この順序でいっているだけですから。 

８名の修正サン・ラグ方式で決めるということで

よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような形で決めさせてい

ただきます。 

  それでは、確認いたしますね。 

  特別委員会の名称については議会活性化特別委

員会。人数については８名、構成メンバーの選出
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方法については会派から修正サン・ラグ方式で選

出を行うということで決定をいたしました。 

  ⑷については以上とさせていただきたいと思い

ます。 

  何か確認点ございますか、よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 副委員長。 

○相馬副委員長 この政策形成サイクルについてな

んですが、議会基本条例上、政策提言、政策立案

は会派、それから議会、会派、委員会、そして議

員と４つの方法になっているかと思うんですが、

それを当然全部、全てこの政策形成サイクルの中

にはめ込んで検討していくということになるんで、

会派は会派で全然別ですよということではないと

いう理解でいいのかどうか。 

○吉成委員長 それについても、本来特別委員会の

中で議論するというのが基本なんでしょうけれど

も、ただ、これが今回一つの特定事件になった理

由として、当然ですけれども、議会基本条例の検

証から生まれてきたと。議会基本条例の検証の中

には、今、副委員長が言ったとおりで、当然、議

員、会派、議会、委員会、４つが入っているわけ

ですね。ということは、当然網羅をされたであろ

うと思います。 

  そのほかにございませんか。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、⑸のその他に移りたいと

思いますが、これ以外のことで皆さんから何かご

ざいましたら。ございませんか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○吉成委員長 それでは、大きな４のその他に移り

たいと思いますが、その他でございますか。 

  じゃ、これは確認として、次回は２月８日、時

間が８時45分からとなります。10時からが全協と

いうことになりますので、10時まではちょっとで

きませんので、最大で１時間程度の会議というこ

とでお願いしたいと思います。 

  事務局のほうから何かございますか。よろしい

ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 もう１点、すみません。 

  タブレットの使用に関する質問は、２月８日締

め切りとなっておりますので、それもあわせてお

願いしたいと思います。 

  じゃ、その他、よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○吉成委員長 それでは、長時間にわたって皆さん

にご協議をいただいて、思った以上にさまざまな

ことをきょう決めさせていただきました。本来は

ちょっとね、持ち帰りというようなご意見も出る

かなと思ったのですが、責任を持って皆さんお決

めいただきましたので、大変にありがとうござい

ました。 

  以上をもちまして、本日の議会運営委員会を終

了させていただきます。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ３時２０分 

 


